障サ第16号
平成27年４月15日

 (
様
)障害児入所施設　管理者　
児童発達支援センター　管理者

神奈川県保健福祉局
福祉部障害サービス課長
(公　印　省　略)


児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について

このことについて、別添のとおり、平成27年３月31日付雇児発0331第１号・障発0331第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知の送付がありました。
ついては、標記に係る留意事項を踏まえつつ、食事の提供に当たっていただきますようお願いします。
なお、「食事による栄養摂取量の基準」（平成27年３月31日厚生労働省告示第199号）の全文につきましては以下をご参照くださいますようお願いします。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H150331H0030.pdf




問い合わせ先
施設福祉グループ　菴谷
電話　 045-210-4724
ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051
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